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復旧が必要な30箇所に対するもの

津波被災農地4,430haに対するもの
（農地転用が行われたもの（見込みを含む）を除く）
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営農再開面積（ha）

H26.4.1解除、居住率86%
541   （893）

H26.10.1解除、居住率83%
357   （605）

H27.9.5解除、居住率68%
422   （585）

H29.3.31解除、居住率51%
259   （375）

5,038（7,289)

H29.4.1解除、居住率20%
253   （861）

H29.3.31解除、居住率14%
545（2,034）  

H29.3.31解除、居住率33%
760（2,330）

H28.6.12解除、居住率37%
151   （398）

H31.4.10解除、居住率7%
39   （936）

230   （269）

4   （723）
R2.3.4解除、居住率1%

注：（ ）は休止面積
居住率は令和6年５月末時点（復興庁調べ）

震災からの復興の現状（農業）

農業関係のインフラの復旧状況（福島県）

被災した111地区に対するもの（復旧事業実施中も含む）

農業集落
排水施設

営農再開面積の推移（原子力被災12市町村）
（単位：ha）

農地

主要な
排水機揚

市町村毎の営農再開状況（R6年3月現在）

 地震・津波による被害のうち、営農の基盤となる農業関係のインフラはほぼ復旧。
 原子力被災12市町村における令和７年度末の営農再開面積（目標）約10,000haに対する進捗は

86％（令和５年度末時点）。
 避難指示解除の遅れや帰還状況により再開割合が低く未再開農地が多く残る市町村において、目標達
成に向け営農再開の取組を着実に推進しているものの、担い手確保が大きな課題。

 居住率90%

H28.7.12解除 居住率95%

営農再開面積（目標）
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大規模で労働生産性の著しく高い農業経営の展開に向けた支援

1. 被災地方公共団体への人的支援と各関係機関との連携強化
○令和２年４月より、農林水産省から常駐職員を原子力被災12市町村へ派遣。
○福島県、市町村、福島相双復興推進機構、農協等と連携し、市町村の行う営農ビジョンや人・農地
プランの作成、ほ場整備に向けた地権者との土地利用調整等の取組推進。
〇令和５年４月に法定化された地域計画の策定に向けた取組を側面から支援

１．農地の大区画化、利用集積の拡大
○改正福島特措法（令和３年４月施行）によって、下記制度を新設。
・市町村に代わって、福島県が、農地集積の計画を作成・公告できる。
・農地バンクを活用して、農地の共有者の過半が判明していない農地も含め、担い手への権利設定
等を行うことができる。

○あわせて、農地集積・集約化の取組強化のため、原子力被災12市町村を対象に農地バンクの現地
コーディネーターを配置。

２．生産と加工が一体となった広域的な高付加価値産地の展開
○現地に呼び込んだ食品加工メーカー等の実需者等に対し、農産物を供給する産地が市町村を越えて
広域的に創出する際の施設整備等を支援。

３．福島県における先端技術の実証研究・社会実装
○福島イノベーションコースト構想に基づき、ICT技術やロボット等を活用した先端技術の開発・実
用化の推進。

営農再開の加速化に向けた取組
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 ・営農再開に向け、令和４年度から県営ほ場整備事業を計画（６工区、面積約60ha）。
・派遣職員は、事業採択に向け協議・調整。
・効果的な事業化に向け河川敷等の地区編入を含めた事業計画の見直しを提案。
・農家説明や事業推進委員等地元関係者へ情報提供。
・これらの取組を経て令和６年10月から工事に着工。

ほ場整備事業説明会の様子

  ・令和２年度から人・農地プランの実質化に向け着手。
・派遣職員は、農業者の意向確認や中心経営体へのヒアリングを実施、
地区座談会での話し合いを取りまとめ。

・令和３年度までに全５地区のプラン実質化を実現し、町内全域での人・
農地プランの作成を完了。

・地域計画の法制化を踏まえ、派遣職員は地域計画策定に向けた目標地図
作成や座談会の開催を支援。

ほ場整備の事業化と計画の見直し（川内村）

人・農地プランから地域計画策定へ（広野町）

地区座談会の様子

   ・令和４年度からの本格的な営農再開に向け「営農再開ビジョン」を策定
・派遣職員は、ビジョン策定に向けた委員会の立ち上げ、運営、座談会の
開催を支援（令和４年３月公表）。

・策定された営農再開ビジョンの実現に向け、農地集積が可能な農地の設
定、農地の出し手と受け手のマッチングを調整。再開に向けた栽培品目、
事業計画等の検討を町内外の担い手と調整。

営農再開ビジョンの具体化に向けた取組（大熊町）

農地図面への書き込み
作業の様子

原子力被災12市町村への人的支援による取組例
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○農地整備対象面積  
は約 4,460ha、その
うち令和5年度までに
2,580ha（ 58%)が
技術職員の支援によ
り整備済み。

○11市町村で地域計
画を策定（令和７年
３月）により担い手
を確保。

○福島復興再生加速
化交付金の活用・サ
ポートにより農業用
機械・施設の導入が
促進 。

○楢葉町では、甘藷
の農作業に農福連携
の取組を開始。

その他、令和７年度末の営農再開面積（目標）約10,000haへの道筋に向けた市町村との意見交換、営農再開し
た農業者や参入法人等との意見交換を実施し、再開後の課題等を関係機関と共有。
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